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点から、被措置児童虐待を発見した者が都道府県等に通告することは守秘義務違

反に当たらないことを法律上明記し、躊躇なく通告を行うこととしています。（児

童福祉法第３３条の１２第４項） 
     なお、児童福祉法第３３条の１３においては、「・・都道府県の設置する福祉事

務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しく

は市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告

を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特

定させるものを漏らしてはならない。」と規定されています。 
     これは、被措置児童等虐待を行っている施設職員等に対して通告をしたことが

漏れることにより、同じ施設の施設職員等が、通告を躊躇することがあってはな

らないとの趣旨から設けられたものです。 

 

   （個人情報保護との関係） 

      「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）」をいいます。（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）、以下「個人情報保護法」という。） 

         被措置児童等虐待の通告は、こうした個人情報を含むことが通常ですが、民間医療

機関や私立学校等民間事業者の職員等が、被措置児童等虐待の通告を行う場合、個

人情報保護法の「個人情報取扱事業者」として、同法の規制との関係が生じます。公

立学校等地方公共団体の機関の職員等が被措置児童等虐待の通告を行う場合も、

各自治体の個人情報保護条例の規制との関係が生じます。 

     民間事業者については、個人情報保護法で、あらかじめ本人の同意を得ないで、

①特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならな

いこと（同法第１６条第１項）、②個人データを第三者に提供してはならないこ

と（同法第２３条第１項）が規定されています。ただし、「法令に基づく場合」

は、これらの規定は適用されないこととされているので（同法第１６条第３項第

１号、第２３条第１項第１号）、被措置児童等虐待の通告を行う場合は、この「法

令に基づく場合」に該当するものであり、個人情報保護法に違反することにはな

らないものと考えられます。 
     地方公共団体の機関については、各自治体の条例の規定によりますが、個人情

報の目的外の利用や外部への提供の制限についてはほとんどの自治体の条例で

「法令等に定めのある場合」は制限の対象外としているなど、基本的には支障が

生じることはないものと考えられます。      
 

 
（通告による不利益取扱いの禁止） 

     児童福祉法第３３条の１２第５項においては、「被措置児童等虐待を通告した施

設職員等は、通告をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないこと」
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